
 

１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）１　決算額は地方財政状況調査の分析によるものです。

　　　２  人件費には特別職・議員に支給される給料・報酬などを含みます。

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

      ２　職員手当には退職手当を含みません。

(3) 特記事項

本市独自の給与制度の見直し及び抑制措置について

・期末勤勉手当の見直し（役職加算の支給対象区分の縮小。）　　平成17年6月1日実施

・退職手当の見直し（20年以上勤続した場合の退職時特別昇給（2号級）の廃止。）　　平成17年4月1日実施

・平成14年4月1日から管理職手当カット（20%)を実施中

・現給補償者を対象に給料の１％カット（ただし、現給補償額を上限） 平成19年4月1日実施

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　　　千円

羽曳野市の給与・定員管理等について

19年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

実 質 収 支区　　分 （参考）住民基本台帳人口

　　　　　（20年度末）

人 件 費 率

　　　　　　Ａ

歳 出 額

　　　　　　Ｂ

人 件 費

17.8

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

5,664,960

　　　　　千円

16.6

（参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

一人当たり給与費　　計　　Ｂ 給与費 B/A

千円

2,294,286

（注）１　職員数は平成20年4月1日現在、一般会計の一般職に属する職員の数で再任用短時間勤務職員（46人）を
　　　　含みます。

千円 千円　　　　　千円

区　　分

人　 　　　　　　　千円

人

20年度

20年度
千円

629,087623

34,112,523 62,981

職員数

　　　　　　Ａ

118,780

千円

6,9743,938,827 6,322

・通勤手当の見直し（自動車等による片道の通勤距離が2キロ未満の者、徒歩通勤者を支給対象外とする。）
　平成17年4月1日実施

1,015,454

(H16)
98.2

(H16)
98.8

(H16)
100.3

(H21)
99.9

(H21)
99.2

(H21)
98.4

90.0

95.0

100.0

105.0

羽曳野市 類似団体平均 全国市平均

1



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成21年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

歳 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されたデータを使用している。（平成１８年～２０年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

　　ものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍にしてものに、公務員に

　　おいては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値で

　　ある。

　　　

③税務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

国 ― ― ―

類似団体 ― ― ―

大阪府 ― ― ―

う ち 用 務 員 4,593,000 1.42

羽曳野市 ― ― ―

6,549,422

――

区　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ

類似団体 ―

―

―

―

―

―

―

区　　分

対応する民間の
類似団体

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）

羽曳野市 57.9 406,461 462,548

国 ―――

―

大阪府

2.14用務員う ち 用 務 員 54.5 214,000

参考

羽曳野市 ――

区　　分

民間

Ａ／Ｂ

―

都道府県平均

平均給与月額

平均年齢 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

羽曳野市

大阪府

区　　分

418,730

平均給与月額区　　分 平均年齢 平均給料月額

374,787

406,078

391,770

459,083

（国ベース）

平均給与月額

461,956

―

公務員

325,521

381,014445,324

41.5

404,118

443,398

44.1 318,265 422,710

349,014

平均給与月額

（国ベース）

341,12943.0

平均年齢 平均給料月額

447,298

364,091427,579

類似団体

（国ベース）

平均給与月額

39.5

44.1

47.3 299,054 350,859

羽曳野市

類似団体

316,546

385,435

国

う ち 用 務 員

大阪府 381,160

―国

40.4 318,660

44.1 342,256 425,803

42.6 378,895

類似団体

459,08358.5 405,537

国 49.2 285,548 ― 322,737

46.5 334,795 395,591 377,965
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④福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

⑤小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成21年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（平成21年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円

円

（注）　技能労務職以外の区分は、一般行政職と同じです。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）１　各経験年数に該当する職員数が3人以下の場合は、近似の階層について記載しています。

      ２　各経験年数と近似の階層に該当する職員数が3人以下の場合は、「－」と記載しています。　　　 

      ３　経験年数とは、卒業後直ぐに採用され引き続き勤務している場合は採用後の年数をいいます。　 

技能労務職

172,200
円 178,800 円

Ⅱ種

Ⅰ種

131,400中　学　卒

137,900

大　学　卒 185,800

類似団体

羽曳野市

都道府県平均

国

類似団体

区　　分

40.8

357,347

39.6

平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額

区　　　　　分

小・中学校
（幼稚園）教
育職

大　学　卒

国

－

155,700

337,650

－

平均給与月額

大阪府

－

－

－

－ －

高　校　卒

中　学　卒

経験年数１０年

大　学　卒

－

－

高　校　卒

235,680

区　　　　分

－

羽曳野市

316,596

312,589

平均年齢 平均給料月額

236,780

－

－

－－

－

－

144,500 140,100

316,871 ―

371,354

350,723

平均給与月額

185,800

（国ベース）

373,612

羽曳野市

大阪府

平均給与月額

360,094

―

155,700

経験年数１５年

－－

経験年数２０年

－

－

－

367,973

314,780

－

313,486

270,700

－

－

－

－大　学　卒

短　校　卒

327,597 375,907

395,71044.3 444,647

43.1

（国ベース）

―43.3 335,629 409,767

38.9

42.1 335,856 386,728

371,354

369,024

福祉職

一般行政職

一般行政職

技能労務職

税務職
高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成21年４月１日現在）

（注）１　羽曳野市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

　（（注）旧給料表の4級に在級する主事を新給料表の3級に切替えした。（平成18年4月1日実施）

(2) 昇給への勤務成績の反映状況

一律昇給

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　人

57

75

　　　　　　　　人

67

92

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

７　　級 　　参事・課長・副理事

　　理事・部長

区　　分

８　　級

標準的な職務内容

６　　級

３　　級

　　副主査・主査

　　主事

５　　級

４　　級

　　課長代理

　　主査・係長

16
１　　級

職員数

２　　級 　　主事

　　　　　　　　％

15.7

　　　　　　　　人

17.6

13.4

　　　　　　　　％

21.6

　　　　　　　　人

2.611

　　　　　　　　人

46

　　　　　　　　人

10.8

　　　　　　　　％

　　主事

　　　　　　　　人

62 14.6

　　　　　　　　％

3.8

１級
3.8%

１級
8.2%

１級
0.5%

２級
14.6%

２級
8.7%

２級
5.4%

３級
10.8%

３級
19.1%

３級
16.4%

４級
15.7%

４級
7.7%

４級
20.6%

５級
21.6%

５級
21.6% ５級

20.1%

６級
13.4%

６級
15.1%

６級
17.9%

７級
17.6%

７級
15.9%

７級
13.0%

８級, 2.6% ８級
3.7%

８級
6.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成21年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（20年度支給割合） （20年度支給割合） （20年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　　　　5～18% ・役職加算　　　　5～20% ・役職加算　　　　5～20%

　 ・管理職加算　　10～25% ・管理職加算　　10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　・一律支給

(2) 退職手当（平成21年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～1０％加算） （２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）無し )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

(3) 地域手当

（平成21年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

（注）　「支給実績」及び「支給職員1人当たり平均支給年額」は、平成20年度における地域手当の額です。                                                                                       

(平成22年度の制度完成時）

％ ％

（注）　国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。                                                                                           

　　　　　

1,758 1,826

21.00

定年前早期退職特例措置

59.28

支給実績（20年度決算）

支給対象職員数

26,875

国

羽曳野市

１人当たり平均支給額（20年度） １人当たり平均支給額（20年度）

6

59.28

0.75

27.30

42.12

羽曳野市

支給対象地域

0.75

6

7

羽曳野市

59.28

33.75

47.50

59.28 59.28

羽曳野市 6

支給率

10,148

216,482

47.50

41.34

―

1.50

0.75

59.28

1.60

3.00

1.60 1.60

1.503.003.00 1.50

336,152支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

支給率 国の制度（支給率）支給対象地域

644

国大阪府

30.5523.50

33.50

国の制度（支給率）
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(4) 特殊勤務手当（平成21年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（平成21年４月１日現在）

円

１日につき200円
 （災害発生時：１日につき
  400円）

１件につき400円死獣の処理作業に従事したとき

次に掲げる作業に従事したとき
(1)感染症の患者もしくは感染症
    にかかっている疑いのある者
    の救護又は感染症の病菌の
    付着した物件もしくは付着の
    疑いのある物件を処理する
    作業
(2)家畜感染症等の患畜もしくは
    家畜感染症等にかかっている
    疑いのある家畜の取扱い又は
    家畜感染症等の病菌の付着
    した物件もしくは付着の疑い
    のある物件を処理する作業

１日につき200円

千円

(1)行旅病人の収容護送作業
　　１件　　　　1,000円
(2)行旅死亡人の収容護送
    作業
　　１件　　　　2,000円

同じ

課所を離れて滞納に係る市税等
の徴収に従事したとき

手当の種類（手当数）

支給実績
（20年度決算）

297

行旅病人及び行旅死亡
人収容護送手当

保健福祉部に勤務する職員

生活環境部に勤務する職員

国の制度
との異同

内容及び支給単価手　当　名 国の制度と異なる内容

224,960

１日につき400円

結核接触作業手当
保健福祉部に勤務する看護師、
保健師その他の職員

結核患者の検診、治療、看護、
指導又は結核菌の検査等に
従事したとき

１日につき200円

感染症等防疫作業手当 生活環境部に勤務する職員

死獣処理手当
生活環境部又は土木部に勤務
する職員

土木、建築等工事現場
作業手当

有毒、有害物取扱作業
手当

野ねずみ等の駆除又は農作物
及び果樹園の病害虫の防除の
ため、毒物及び劇物取締法（昭
和25年法律第303号）の定める
有毒及び有害物を使用する作業
並びに有毒及び有害物を使用
する場所において実地指導の
業務に従事したとき

１日につき400円

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

105,820

160

193

支給実績（20年度決算）

手当の名称

支給職員1人当たり
平均支給年額
（20年度決算）

76,036

市税等滞納徴収手当

市税等（市税、国民健康保険料及
び介護保険料をいう）に関する事
務を主管とする課所に勤務する職
員

10,228

主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

支給実績（20年度決算）

支給実績（19年度決算）

生活環境部（災害対策本部を
含む）、土木部、下水道部、
都市開発部、総務部管財用地
課又は教育委員会に勤務する
職員

土木もしくは建築又は林務の
工事現場（災害現場を含む）に
おいて、次に掲げる作業に従事
したとき
(1)山地又は高所における作業
(2)火薬その他危険物の取扱
    作業
(3)高熱物及び高圧電気等の
    取扱作業
(4)道路等の維持修繕作業等で
    著しく困難な作業

90,574

行旅病人及行旅死亡人取扱法
（明治32年法律第93号）に基づ
き、その収容護送作業に従事
したとき

7

左記職員に対する支給単価

4.6

扶養手当

(1)配偶者      13,000円
(2)その他の扶養親族
                     6,500円
(ただし職員に配偶者がい
ない場合にはそのうち1人
については  11,000円)
  ※満16歳年度初めから
     満22歳年度末までの
     間にある子1人につ
     き5,000円加算

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度）
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円

円

部長 円

指定理事 円

理事 円

審議官 円

副理事 円

課長 円

参事 円

総園長 円

園長 円

園長代理 円

指定職員 円

円

千円

管理職手当が支給され
る職員並びに指定職
俸給表適用職員が、
臨時又は緊急の必要等
により、週休日又は休日
等に勤務した場合

管理職手当の区分等に
応じ、勤務1回につき
4,000円～12,000円
（指定職18，000円）
ただし、6時間を超える
勤務については150／
100を乗じて得た額

千円86

国の制度
との異同

93,144

51,295

住居手当

(1) 借家・借間
　①家賃23,000円以下
 　　家賃額－12,000円
　 　＋6,000円
  ②家賃23,000円を超え
　   55,000円未満
　   (家賃額－23,000円)
　　 ×1／2＋11,000円
　　 ＋6,000円
  ③家賃55,000円以上
  　 33,000円
(2) 持家（世帯主）
   　7,500円
 　（新築・購入から5年間
　   2,500円加算）
(3) 上記以外　  6,000円

手　当　名 内容及び支給単価

通勤手当

徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離が
片道2km以上であること
(1) 交通機関等の利用
     者
   運賃等相当額
   上限　55,000円
(2) 自動車等の使用者
   使用距離に応じて
　 支給
  ①自転車
　   2,700円～3,200円
  ②原動機付交通用具
     （自動車を除く）
　   4,900円～20,900円
  ③自動車
　   6,400円～24,500円
(3) 交通機関等と自動車
    等との併用者
    上限　55,000円

異なる

徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離
が片道2km以上である
こと
(1) 交通機関等の利用
     者
   運賃等相当額
   上限　55,000円
(2) 自動車等の使用者
   使用距離に応じて
　 支給
    2,000円～24,500円
(3) 交通機関等と自動車
    等との併用者
    上限　55,000円

異なる

(1) 借家・借間
　①家賃23,000円以下
 　　家賃額－12,000円
　②家賃23,000円を超え
　   55,000円未満
　   (家賃額－23,000円)
　　 ×1／2＋11,000円
　③家賃55,000円以上
  　 27,000円
(2) 持家（世帯主）
   　新築・購入から5年
     間   2,500円

千円 144,634

48,000

40,000

44,000

40,000

64,000

56,000

32,000

52,000

異なる
管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を
受ける職員が臨時又は
緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、
週休日又は休日等に
規則で定める事務に勤
務した場合

1時間以上2時間未満
                      2,000円
2時間以上3時間未満
                      4,000円
3時間以上      12,000円

20,000

37,600

異なる

管理又は監督の地位に
ある職員の占める官職
のうち、規則で指定す
る官職を占める職員に
対し支給

給料月額×支給割合

※支給割合
　　8／100～25／100

管理職手当

64,000

28,667

518,054 円62,684 千円

91,435

国の制度と異なる内容
支給実績

（20年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額
（20年度決算）
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５　特別職の報酬等の状況（平成21年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

6月期 月分

12月期 月分

計 月分

6月期 月分

12月期 月分

計 月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

990千円×在職月数×40/100

770千円×在職月数×30/100

(注）   １　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

　　　　２　給料は平成17年7月1日から市長が15%、副市長が8%減額されています。

報

酬

市 長

副 市 長

議 長

議 長

620,000

900,000

7%

給

料

区 分

990,000

841,500

600,000

547,8001,070,000

（参考）類似団体における最高／最低額

給 料 月 額 等

338,800

19,008 任期毎千円

任期毎千円11,088

　　（20年度支給割合）

2.35

2.15

4.5

670,000

（参考）類似団体における最高／最低額

　　（20年度支給割合）

547,500

420,100760,000

366,600

　

708,400

770,000

　　（20年度支給割合）

市 長

副 市 長

4.5

副 議 長

議 員

市 長

期
末
手
当

         ３　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　   　　　　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

退
職
手
当

2.15

2.35

地
域
手
当

副 市 長

　

副 市 長

市 長

議 員

700,000

650,000副 議 長
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６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

(2) 年齢別職員構成の状況（平成21年４月１日現在）

　

75 7480 58 1

～

58

人

43歳

人

55歳51歳47歳

人人

56歳 60歳

～ ～

19

27

107103

23

683

[ 　  810　   ］

職員数

4

665

～

36歳

[ 　  810　   ］

71

4

1

40歳

[    0    ］

44歳

業務の充実

業務の充実

＜参考＞-18

48歳

～

52歳

46.98

35

26

0

98

－ －

-2

-6

-2 業務の見直し

2

退職者不補充／業務の見直し-6

業務の見直し

＜参考＞

事務の見直し／業務の見直し

-1

-4 業務の見直し

人

111

人人

665

業務の見直し

45.96

38.73

＜参考＞-22

～

計

55.99

59歳 以上

0

業務の充実1

退職者不補充／業務の見直し-4

27

165

63.98

-16

業務の見直し-1

人

0 21

人

48

人

35

68

32歳

27歳

～ ～

35歳31歳

人

～

8

18

28歳

0

171

104

580 558

人人

24歳

39歳

－

132

39

農林水産

476

税　　務

労　　働

76

平成21年

8

8

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
職 員 数

平成20年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

普
通
会
計
部
門

小　計

一
般
行
政
部
門

議　　会

総　　務

土　　木

民　　生

商　　工

8

72

34

460

6

37

128

衛　　生 35

7

2

公共下水道　公
　営会
　企計
　業部
　等門 介護保険

水道事業

国民健康保険

小　計

区　分

～

合　　計

20歳

未満 23歳

20歳

教育部門

計

消防部門

0

5

10

15

20

25

20 20-
23

24-
27

28-
31

32-
35

36-
39

40-
43

44-
47

48-
51

52-
55

56-
59

60

構成比

５年前の構成
比
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）羽曳野市集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、平成17年～平成22年の５年間です。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降

  　　　現年までの職員増減数の累計を示します。 

一般行政

教　育

消　防

職員数 460

数値目標

純減数

（参考）

5.0

２1年

純減率

計

１７年～２1年

数値目標

5%以上の純減

4年目

１９年

２年目 ３年目

２０年

始　期

職員数

476

-35

476

終　期

職員数

平成17年4月1日 平成22年4月1日

公 営 企 業

116 117

-11

―

-25　（-1.9％）

―103

－

99

1

-18　（-11.5％）

　12　（8.2％）

-6

－

－

―

107 ―

2 -16

98

0

95 98

696 689

増減 3 44等 会 計

職員数

増減
計

-35

661―

　-31　（-1.9％）

665

－

職員数

増減

678 683

-7 -18-11 5

１年目

１８年

661

-14

－

1

104

1

職員数

－　（　－％）

－

－

103

－ －

増減

平成17年4月1日

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

計画期間

計画始期

485

平成22年3月31日

474

１７年

職員数

696

増減
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７　公営企業職員の状況

(1) 水道事業

  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

(注) １　決算額は｢地方公営企業決算状況調査｣の分析によるものである。

     ２  職員給与費は、資本勘定支弁職員の分も含む。

     ３  職員給与費は、法定福利費、退職給与金を含む。

　　　　　　　

(注) １　決算額は｢地方公営企業決算状況調査｣の分析によるものである。

     ２  職員数は平成20年4月1日現在の一般職の数で再任用単時間勤務職員（１人）を含む。

     ３　職員手当には退職手当をふくまない。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成21年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注) １ 基本給とは給料・扶養手当及び調整手当の合算額である。  

 　  ２ 平均月収額とは職員１人あたりの平均年収額を12で除して得たものである。  

     ３ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算    5％～18％ 役職加算    5％～18％

(注) (　  )内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成21年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特別措置2％～10％加算） （定年前早期退職特別措置2％～10％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

(注) 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度末（平成20年度末）に退職した職員に支給された平均額である。

564,094

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　千円

2,121,290

69,147 259,112 7,003 6,780

職員数

期末・勤勉手当

人

純損益又は実

　質収支 職員給与費比率 16年度の総費用に占

Ａ  

59.28 59.28

10,14826,848 53,696

59.28

33.75 42.12

羽　曳　野　市　水　道　局

47.50 59.28

21.00

団体平均 45.6

羽曳野市 46.6

370,362

区　　分

千円　

千円

平均月収額

総費用に占める

　　　　　　Ｂ／Ａ

千円　

　　　　　　Ａ 給　 料

206,197

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

20年度

職員手当

千円 千円 　　　　　千円

37

千円

区　　分

20年度

総費用

千円

18.4

（参考）団体平均一人当たり

一人当たり給与費

586,400

める職員給与費比率Ｂ　

　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A

395,596

％

359,361

％

16.9

157,105 32,860

3.00

1.60

羽曳野市

27.30

1.50

0.75

21.00 27.30

羽　曳　野　市　水　道　局

１人当たり平均支給額（20年度）

1,869 千円　

3.00 1.50

1.60 0.75

羽　曳　野　市

１人当たり平均支給額（20年度）

千円　1,758

59.28

33.75 42.12

47.50 59.28

26,875
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ウ　地域手当

（平成21年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（平成22年度の制度完成時）

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き下げることとしている。                                                                                           

エ　特殊勤務手当（平成21年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成21年４月１日現在）

円

円

支給実績 支給職員１人当たり

支 給 実 績 （ 20 年 度 決 算 ） 2,788

千円

円

千円 218,236

（20年度決算）

5,238

住居手当

(1) 借家・借間
　①家賃23,000円以下
 　　家賃額－12,000円
　 　＋6,000円
  ②家賃23,000円を超え
　   55,000円未満
　   (家賃額－23,000円)
　　 ×1／2＋11,000円
　　 ＋6,000円
  ③家賃55,000円以上
  　 33,000円
(2) 持家（世帯主）
   　7,500円
 　（新築・購入から5年間
　   2,500円加算）
(3) 上記以外　  6,000円

同じ

扶養手当

(1)配偶者      13,000円
(2)その他の扶養親族
                     6,500円
(ただし職員に配偶者が
いない場合にはそのうち1
人については  11,000円)
  ※満16歳年度初めから
     満22歳年度末までの
     間にある子1人につ
     き5,000円加算

同じ

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

手　当　名 内容及び支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 20 年 度 決 算 ） 75

支 給 実 績 （ 19 年 度 決 算 ） 4,852

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 19 年 度 決 算 ） 135

特殊勤務手当 事務・技術・技能職員 高熱物及び高圧電気等の取扱作業

特殊勤務手当 事務・技術・技能職員 維持修繕作業等に伴う困難な作業

事務・技術・技能職員 山地又は高所における作業 200円/日

特殊勤務手当 事務・技術・技能職員 火薬その他危険物の取扱作業 200円/日

特殊勤務手当

支給実績（20年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 0

支給対象地域 支給率

羽曳野市 6

羽曳野市 7 37 7

支給実績（20年度決算） 13,302

手当の名称 主な支給対象職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度） 0.0

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

％

手当の種類（手当数）

406,584

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

157,183

種類4

（20年度決算） 平均支給年額

5,659 千円

一般行政職の制度（支給率）

200円/日

200円/日

6
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円

部長 円

指定理事 円

理事 円

審議官 円

副理事 円

課長 円

参事 円

総園長 円

園長 円

園長代理 円

指定職員 円

円

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成17年４月１日～平成22年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

38 36 2 5.26

羽曳野市における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②を参照

平成17年4月1日 平成22年4月1日 36　人

職員数 職員数

計画期間

始　期 終　期

千円 0

平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数 純減率

同じ 3,936

管理職員特別
勤務手当

管理職手当の支給を
受ける職員が臨時又は
緊急の必要その他の公
務の運営の必要により、
週休日又は休日等に
規則で定める事務に勤
務した場合

1時間以上2時間未満
                      2,000円
2時間以上3時間未満
                      4,000円
3時間以上      12,000円

同じ 0

56,000

32,000

通勤手当

徒歩により通勤するもの
とした場合の通勤距離が
片道2km以上であること
(1) 交通機関等の利用
     者
   運賃等相当額
   上限　55,000円
(2) 自動車等の使用者
   使用距離に応じて
　 支給
  ①自転車
　   2,700円～3,200円
  ②原動機付交通用具
     （自動車を除く）
　   4,900円～20,900円
  ③自動車
　   6,400円～24,500円
(3) 交通機関等と自動車
    等との併用者
    上限　55,000円

同じ

20,000

37,600

管理職手当

52,000

48,000

40,000

44,000

64,000

64,000

40,000

（20年度決算） 平均支給年額

支給実績 支給職員１人当たり

千円 96,626

（20年度決算）

一般行政職
の制度との
異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

手　当　名 内容及び支給単価

数　値　目　標

千円 562,286 円

3,189
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